
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機関排気通路に配置された排気浄化用触媒に機関減速運転時に新気を供給することによ
り、前記触媒の温度を低下させて触媒の劣化を抑制する内燃機関の排気浄化装置において
、前記機関減速運転時に機関への燃料供給を停止するフュエルカット操作実行条件が成立
したときに、前記フュエルカット操作が開始される前に前記排気浄化用触媒への前記新気
の供給を開始することを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
【請求項２】
　排気浄化用触媒の温度が所定の温度より高くかつ空燃比がリーンの時に前記排気浄化用
触媒に新気を供給することを特徴とする請求項１に記載の内燃機関の排気浄化装置。
【請求項３】
　機関の燃焼室を通過していない二次エアを前記新気として前記排気浄化用触媒に供給す
ることを特徴とする請求項１に記載の内燃機関の排気浄化装置。
【請求項４】
　機関吸気通路に、アクセルペダルの踏み込み量とは無関係にその開度を変更可能なスロ
ットル弁を備え、機関減速運転時に前記スロットル弁開度を増加させ、燃焼室を通過した
エアを前記新気として前記排気浄化用触媒に供給することを特徴とする請求項１に記載の
内燃機関の排気浄化装置。
【請求項５】
　前記機関減速運転時にスロットル弁開度を増加させる際に、ブレーキペダルの踏み込み
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量が増加しない場合にもブレーキの制動力が増加するようにブレーキを制御することを特
徴とする請求項４に記載の内燃機関の排気浄化装置。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は内燃機関の排気浄化装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、機関排気通路内に排気浄化用触媒を配置した内燃機関の排気浄化装置において、排
気浄化用触媒が過度に高温になることを防止することにより排気浄化用触媒の劣化を抑制
する内燃機関の排気浄化装置が知られている。この種の内燃機関の排気浄化装置の例とし
ては、例えば特開平９－８８５６３号公報に記載されたものがある。特開平９－８８５６
３号公報に記載された内燃機関の排気浄化装置では、排気浄化用触媒の温度が高い時、排
気浄化用触媒に対して比較的低温の排気が供給され、その結果、排気浄化用触媒の温度が
低下するようになっている。
【０００３】
また、特開昭５９－５５２２３号公報及び特開昭５９－９６４２３号公報には、排気浄化
用触媒が高温になったときに機関減速運転中に排気浄化用触媒に二次空気を供給すること
により触媒の温度を低下させ、触媒劣化を抑制するようにした内燃機関の排気浄化装置が
記載されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、特開平９－８８５６３号公報に記載された内燃機関の排気浄化装置では、排気
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機関排気通路に配置された排気浄化用触媒に機関減速運転時に新気を供給することによ
り、触媒の温度を低下させて前記排気浄化用触媒の劣化を抑制する内燃機関の排気浄化装
置において、更に、機関吸気通路にアクセルペダルの踏み込み量とは無関係にその開度を
変更可能なスロットル弁を備え、機関減速運転時に前記スロットル弁開度を増加させ、燃
焼室を通過したエアを前記新気として前記排気浄化用触媒に供給するとともに、前記スロ
ットル弁開度を増加させる際に、ブレーキペダルの踏み込み量が増加しない場合にもブレ
ーキの制動力が増加するようにブレーキを制御することを特徴とする内燃機関の排気浄化
装置。

機関排気通路に配置された排気浄化用触媒に機関減速運転時に新気を供給することによ
り、触媒の温度を低下させて前記排気浄化用触媒の劣化を抑制する内燃機関の排気浄化装
置において、前記新気供給時に前記排気浄化用触媒に到達する排気の空燃比が理論空燃比
またはリッチ空燃比になるように機関に燃料を供給することを特徴とする内燃機関の排気
浄化装置。

前記排気浄化用触媒への新気供給時に、前記排気浄化用触媒の温度に応じて触媒に供給
する新気の量を変化させることを特徴とする、請求項１から請求項６のいずれか一項に記
載の内燃機関の排気浄化装置。

前記フュエルカット操作実行中にも、前記排気浄化用触媒に到達する排気の空燃比を理
論空燃比またはリッチ空燃比に維持することが可能な量の燃料を機関に供給することを特
徴とする、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の内燃機関の排気浄化装置。

前記排気浄化用触媒への新気供給時に、前記排気浄化用触媒に到達する排気の空燃比が
理論空燃比またはリッチ空燃比になるように機関に燃料を供給することを特徴とする請求
項６に記載の内燃機関の排気浄化装置。



浄化用触媒の温度が高い時に排気浄化用触媒に対して比較的低温の排気が供給されて排気
浄化用触媒の温度が低下せしめられているものの、特開平９－８８５６３号公報には、排
気浄化用触媒の温度の低下速度を増加させるために、どのようなタイミングで排気浄化用
触媒に対して排気を供給すべきかについて開示されていない。従って、特開平９－８８５
６３号公報に記載された内燃機関の排気浄化装置では、排気浄化用触媒の温度を迅速に低
下させることができない。また、特開平９－８８５６３号公報に記載された内燃機関の排
気浄化装置では、高回転・高負荷時、つまり、排気系圧力が高い領域で排気の還流を行っ
ており、排気を供給するポンプの能力に高い能力が必要になってしまう。
【０００５】
また、特開昭５９－５５２２３号公報及び特開昭５９－９６４２３号公報に記載の内燃機
関の排気浄化装置では、排気浄化用触媒の温度が高いときには触媒の雰囲気空燃比にかか
わらず常に触媒に二次空気を供給している。ところが、実際には排気浄化用触媒の劣化に
は雰囲気空燃比が大きく関係している。例えば、温度が高く、しかも雰囲気空燃比が高い
（リーンな）場合にはシンタリングにより触媒粒子が粗大化しやすくなるため、一般に排
気浄化用触媒は、温度が高くしかも排気空燃比がリーンな状態で最も劣化を生じやすい。
しかし、空燃比が理論空燃比またはリッチ空燃比である場合には実際には触媒温度が高く
てもシンタリングは生じにくいため触媒の劣化はほとんど生じない。
【０００６】
このため、上記特開昭５９－５５２２３号公報及び特開昭５９－９６４２３号公報の排気
浄化装置のように空燃比にかかわらず高温時には常に排気浄化用触媒に二次空気を供給し
ていると、逆に二次空気の供給により触媒が高温リッチ空燃比雰囲気になってしまう場合
がある。また、上記特開昭５９－５５２２３号公報及び特開昭５９－９６４２３号公報の
排気浄化装置では、触媒温度にかかわらず一律に同量の新気を触媒に供給している。この
ため、充分に触媒の温度を低下させることができない場合や、逆に二次空気の供給により
触媒が過度に冷却されたり二次空気ポンプの消費動力の増大により燃費の悪化が生じたり
する問題がある。
【０００７】
本発明は、上記従来技術の問題の１つまたはそれ以上を解決し、効果的に排気浄化用触媒
の劣化を抑制することが可能な内燃機関の排気浄化装置を提供することを目的としている
。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の発明によれば、機関排気通路に配置された排気浄化用触媒に機関減速運
転時に新気を供給することにより、前記触媒の温度を低下させて触媒の劣化を抑制する内
燃機関の排気浄化装置において、前記機関減速運転時に機関への燃料供給を停止するフュ
エルカット操作実行条件が成立したときに、前記フュエルカット操作が開始される前に前
記排気浄化用触媒への前記新気の供給を開始することを特徴とする内燃機関の排気浄化装
置が提供される。
【０００９】
請求項１に記載の内燃機関の排気浄化装置では、機関減速運転時には排気浄化用触媒の温
度が低下する傾向にある点に鑑み、例えば排気浄化用触媒の温度を低下させる必要がある
場合には、機関減速運転時に排気浄化用触媒に新気が供給される。そのため、機関減速運
転によって排気浄化用触媒の温度が低下せしめられる効果と、排気浄化用触媒に対して新
気が供給されることによって排気浄化用触媒の温度が低下せしめられる効果との相乗効果
により、排気浄化用触媒の温度を迅速に低下させることができる。つまり、機関減速運転
時に排気浄化用触媒に対してエアが供給されるようになっていない特開平９－８８５６３
号公報に記載された内燃機関の排気浄化装置よりも迅速に排気浄化用触媒の温度を低下さ
せることができる。また、特開平９－８８５６３号公報に記載された内燃機関の排気浄化
装置では排気を還流させるためのポンプ等の還流装置に耐久性が要求され、排気冷却手段
を設けた場合にはコストアップが避けられないのに対し、請求項１に記載の内燃機関の排
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気浄化装置では、そのような問題点を回避することができる。
【００１０】
また、機関減速運転時には機関への燃料供給を停止するフュエルカット操作が行われる場
合があるが、フュエルカット操作が行われると機関の排気は極端なリーン空燃比になる。
この場合、排気温度も低下するため排気浄化触媒温度も低下するが、フュエルカット開始
時には排気浄化用触媒の温度は高いため、フュエルカット開始時に高温かつリーン空燃比
の条件が成立し、触媒の劣化が促進される場合がある。請求項１に記載の内燃機関の排気
浄化装置では、機関減速時にフュエルカット実行条件が成立した場合には、実際にフュエ
ルカットが行われる前に機関に新気を供給する。これにより、触媒温度は実際にフュエル
カットが開始される前から低下するようになるため、フュエルカット開始時に排気浄化用
触媒の劣化が促進されることが防止される。
【００１１】
請求項２に記載の発明によれば、排気浄化用触媒の温度が所定の温度より高くかつ空燃比
がリーンの時に前記排気浄化用触媒に新気を供給することを特徴とする請求項１に記載の
内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【００１２】
請求項２に記載の内燃機関の排気浄化装置では、排気浄化用触媒の温度が高くかつ空燃比
がリーンの時には排気浄化用触媒が劣化しやすいために迅速に排気浄化用触媒の温度を低
下させる必要がある点に鑑み、機関減速運転時であって、排気浄化用触媒の温度が高くか
つ空燃比がリーンの時に排気浄化用触媒に新気が供給される。そのため、排気浄化用触媒
の温度を迅速に低下させ、排気浄化用触媒が劣化してしまうのを抑制することができる。
【００１３】
請求項３に記載の発明によれば、機関の燃焼室を通過していない二次エアを前記新気とし
て前記排気浄化用触媒に供給することを特徴とする請求項１に記載の内燃機関の排気浄化
装置が提供される。
【００１４】
請求項３に記載の内燃機関の排気浄化装置では、機関減速運転時に、燃焼室を通過してい
ない二次エアが新気として排気浄化用触媒に供給される。そのため、燃焼室を通過した比
較的高温のエアを排気浄化用触媒に供給する場合よりも効果的に排気浄化用触媒の温度を
低下させることができる。また、特開平９－８８５６３号公報に記載された内燃機関の排
気浄化装置では排気を還流させるためのポンプ等の還流装置に耐久性が要求され、排気冷
却手段を設けた場合にはコストアップが避けられないのに対し、請求項３に記載の内燃機
関の排気浄化装置では、そのような問題点を回避することができる。
【００１５】
請求項４に記載の発明によれば、機関吸気通路に、アクセルペダルの踏み込み量とは無関
係にその開度を変更可能なスロットル弁を備え、機関減速運転時に前記スロットル弁開度
を増加させ、燃焼室を通過したエアを前記新気として前記排気浄化用触媒に供給すること
を特徴とする請求項１に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【００１６】
請求項４に記載の内燃機関の排気浄化装置では、機関減速運転時に燃焼室に供給されるエ
アは燃焼して昇温することなく燃焼室を通過することに鑑み、機関減速運転時に、スロッ
トル弁開度が増加され、燃焼室を通過したエアが新気として排気浄化用触媒に供給される
。そのため、燃焼室を通過していない二次エアが新気として排気浄化用触媒に供給される
場合と同様に、効果的に排気浄化用触媒の温度を低下させることができる。
【００１７】
また、機関減速運転時のフュエルカット実行条件が成立した場合には、実際にフュエルカ
ット操作が開始される前にスロットル弁開度を増大することにより機関排気温度が低下す
るため、フュエルカット操作開始前に排気浄化用触媒温度を低下させることができる。
【００１８】
請求項５に記載の発明によれば、前記機関減速運転時にスロットル弁開度を増加させる際
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に、ブレーキペダルの踏み込み量が増加しない場合にもブレーキの制動力が増加するよう
にブレーキを制御することを特徴とする請求項４に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供
される。
【００１９】
請求項５に記載の内燃機関の排気浄化装置では、機関減速運転時にスロットル弁開度を増
加させる時、ブレーキペダルの踏み込み量を増加させなくてもブレーキの制動力が増加す
るようにブレーキが制御される。そのため、機関減速運転時にスロットル弁開度が増加さ
れるのに伴い、実際の制動力が要求制動力に対して不足してしまうのを回避することがで
きる。つまり、スロットル弁開度が増加されるのに伴ってエンジンブレーキの制動力が低
下するものの、代わりにブレーキの制動力が増加されるため、エンジンブレーキの制動力
とブレーキの制動力との合計は低下せず、その結果、実際の制動力が要求制動力に対して
不足してしまうのを回避することができる。
【００２４】
　

【００２５】
　 に記載の内燃機関の排気浄化装置では、請求項５の場合と同様に機関減速運転
時にスロットル弁開度が増大される場合には運転者のブレーキ操作がない場合でもブレー
キ制動力が増大されるため、制動力の不足が生じることが防止される。
【００２８】
　 に記載の発明によれば、機関排気通路に配置された排気浄化用触媒に機関減速
運転時に新気を供給することにより、触媒の温度を低下させて前記排気浄化用触媒の劣化
を抑制する内燃機関の排気浄化装置において、前記新気供給時に前記排気浄化用触媒に到
達する排気の空燃比が理論空燃比またはリッチ空燃比になるように機関に燃料を供給する
ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【００２９】
　 に記載の内燃機関の排気浄化装置では、触媒温度を低下させるために触媒に新
気を供給する場合にも、機関排気空燃比がリーン空燃比になることが防止される。このた
め、新気供給開始時等の比較的触媒が高温状態にあるときにも触媒がリーン空燃比の排気
に曝されることが防止され、高温かつリーンな雰囲気による触媒の劣化促進が生じない。
【００３０】
　 に記載の発明によれば、前記排気浄化用触媒への新気供給時に、前記排気浄化
用触媒の温度に応じて触媒に供給する新気の量を変化させることを特徴とする、請求項１
から のいずれか一項に記載の内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【００３１】
　

【００３２】
　 に記載の発明によれば、前記フュエルカット操作実行中にも、前記排気浄化用
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請求項６に記載の発明によれば、機関排気通路に配置された排気浄化用触媒に機関減速
運転時に新気を供給することにより、触媒の温度を低下させて前記排気浄化用触媒の劣化
を抑制する内燃機関の排気浄化装置において、更に、機関吸気通路にアクセルペダルの踏
み込み量とは無関係にその開度を変更可能なスロットル弁を備え、機関減速運転時に前記
スロットル弁開度を増加させ、燃焼室を通過したエアを前記新気として前記排気浄化用触
媒に供給するとともに、前記スロットル弁開度を増加させる際に、ブレーキペダルの踏み
込み量が増加しない場合にもブレーキの制動力が増加するようにブレーキを制御すること
を特徴とする内燃機関の排気浄化装置が提供される。

請求項６

請求項７

請求項７

請求項８

請求項６

請求項８に記載の内燃機関の排気浄化装置では、請求項１から６の排気浄化装置におい
て、新気を供給する際に排気浄化触媒の温度に応じて触媒に供給する新気の量が変更され
る。このため、例えば排気浄化用触媒温度が極めて高温の場合には、新気の流量もしくは
新気供給時間の何れか一方もしくは両方を増大し、触媒に供給する新気の量を増加させる
ことにより確実に触媒温度を劣化が生じない温度範囲に低下させることが可能となるとと
もに、排気浄化用触媒温度が比較的低い場合には触媒に供給する新気の量を低減すること
により、必要以上に触媒温度が低下してしまうことを防止することが可能となる。

請求項９



触媒に到達する排気の空燃比を理論空燃比またはリッチ空燃比に維持することが可能な量
の燃料を機関に供給することを特徴とする、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載
の内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【００３３】
　 に記載の内燃機関の排気浄化装置では、フュエルカット操作実行中にも排気空
燃比がリーン空燃比になることが防止されるため、高温かつリーンな雰囲気による排気浄
化用触媒の劣化促進が防止される。
【００３４】
　 に記載の発明によれば、前記排気浄化用触媒への新気供給時に、前記排気浄
化用触媒に到達する排気の空燃比が理論空燃比またはリッチ空燃比になるように機関に燃
料を供給することを特徴とする 内燃機関の排気浄化装置が提供される。
【００３５】
　 に記載の内燃機関の排気浄化装置では、 と同様に、高
温かつリーンな雰囲気による排気浄化用触媒の劣化促進が防止される。
【００３６】
【発明の実施の形態】
　以下、添付図面を用いて本発明の実施形態について説明する。
　

【００３７】
図１は本発明の内燃機関の排気浄化装置の第一の実施形態の概略構成図である。図１にお
いて、１は内燃機関本体、２は機関排気通路、３は機関排気通路２内に配置された排気浄
化用触媒、４は機関吸気通路、５は機関吸気通路４内に配置されたスロットル弁である。
６は内部に燃焼室が形成されている気筒、７は燃焼室を通過していない二次エアを新気と
して排気浄化用触媒３に供給するための二次エア供給装置である。
【００３８】
二次エア供給装置７は、電気モータ駆動のエアポンプ等を備え外気を機関燃焼室を通さず
に排気通路２内に導入するものである。二次エア供給装置７は、機関始動時には排気浄化
用触媒３に二次エアを供給することにより触媒の昇温（暖機）を促進するために使用され
る。８はアクセルペダル、９はアクセルペダル８の開度を検出するためのアクセルペダル
開度センサである。
【００３９】
本実施形態では、スロットル弁５はステッパモータなどの図示しないアクチュエータによ
り駆動され、後述するＥＣＵ１５からの駆動信号に応じた開度をとる。本実施形態では、
通常運転時にはスロットル弁５は運転者のアクセルペダル８の踏込み量（以下、「アクセ
ルペダル開度」と称する）に応じた開度となるようにＥＣＵ１５により制御されるが、例
えば、後述するように、機関減速運転中に排気浄化用触媒３の温度を低下させるべき場合
には、運転者のアクセルペダル踏込み量とは無関係に開度を設定することができる。
【００４０】
１０は排気浄化用触媒３の温度を検出するための触媒温度センサ、１１は空燃比センサで
ある。第一の実施形態では、空燃比がリーンからリッチになるに従ってその出力値が徐々
に変化する空燃比センサ１１が採用されているが、他の実施形態では、代わりに、ストイ
キ付近でその出力値が急激に変化するＯ 2センサを採用することも可能である。１２はブ
レーキペダル、１３はブレーキペダル１２の踏み込み量を検出するためのブレーキペダル
踏み込み量センサ、１４は車両のブレーキ装置、１５は、例えば公知のマイクロコンピュ
ータにより構成される電子制御ユニット（ＥＣＵ）である。本実施形態では、ブレーキ装
置１４はブレーキ油圧制御装置（図示せず）を備え、ＥＣＵ１５の駆動信号に応じた制動
力を発生可能な形式とされている。通常運転中、ＥＣＵ１５はブレーキペダル踏込み量セ
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請求項９

請求項１０

請求項６に記載の

請求項１０ 請求項７及び請求項９

なお、以下に説明する実施形態のうち、第五から第八の各実施形態及びそれらの応用例
として記載したもののみが、本願特許請求の範囲に記載した発明に対応する実施形態であ
り、第一から第四の実施形態として記載した実施形態は本願特許請求の範囲に記載した発
明を理解する上での参考例として記載している。



ンサ１３で検出した運転者のブレーキペダル１２踏込み量に応じた制動力を発生するよう
にブレーキ装置１４を制御しているが、例えば後述するように、機関減速運転時にスロッ
トル弁５開度を増加させる操作を行うような場合には、ＥＣＵ１５はブレーキ油圧制御装
置を用いて、ブレーキペダル１２踏込み量が増大しない場合でも制動力が増加するように
ブレーキ装置１４を制御する。
【００４１】
図２は第一の実施形態の触媒劣化抑制制御方法を示したフローチャートである。本実施形
態の触媒劣化制御方法は、最も基本的な触媒劣化制御方法であり、他の実施形態の触媒劣
化制御の前提となるものである。図２の操作はＥＣＵ１５により所定時間間隔で実行され
るルーチンとして行われる。図２に示すように、このルーチンが開始されると、まずステ
ップ１００において機関運転中であるか否かが判断される。ＹＥＳのときにはステップ１
０１に進み、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ステップ１０１では、機関回転
数センサ（図示せず）の出力値に基づいて、機関回転数ＮＥが２０００ｒｐｍ以上である
か否かが判断される。機関回転数ＮＥが２０００ｒｐｍ以上のときには、排気浄化用触媒
３が高温になるおそれがあると判断し、ステップ１０２に進む。一方、機関回転数ＮＥが
２０００ｒｐｍ未満のときには、排気浄化用触媒３が高温になるおそれがないと判断し、
このルーチンを終了する。
【００４２】
ステップ１０２では、スロットルアイドルスイッチがＯＮになっているか否か、つまり、
アクセルペダル８が全閉されているか否かが判断される。ＹＥＳのときには、機関減速運
転時であると判断し、ステップ１０３に進む。一方、ＮＯのときには、このルーチンを終
了する。ステップ１０３では、二次エア供給装置７により排気浄化用触媒３に対して二次
エアとして新気が供給される。
【００４３】
第一の実施形態によれば、機関減速運転時には排気浄化用触媒３の温度が低下する傾向に
ある点に鑑み、排気浄化用触媒３の温度を低下させる必要があるとステップ１０１におい
て判断されたときには、ステップ１０２において機関減速運転時であると判断されたとき
、ステップ１０３において排気浄化用触媒３に新気が供給される。そのため、機関減速運
転によって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果と、排気浄化用触媒３に対し
て新気が供給されることによって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果との相
乗効果により、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下させることができる。
【００４４】
また第一の実施形態によれば、機関減速運転時であるとステップ１０２において判断され
たときに、ステップ１０３において燃焼室を通過していない二次エアが新気として排気浄
化用触媒３に供給される。そのため、燃焼室を通過した比較的高温のエアを排気浄化用触
媒３に供給する場合よりも効果的に排気浄化用触媒３の温度を低下させることができる。
【００４５】
以下、本発明の内燃機関の排気浄化装置の第二の実施形態について説明する。第二の実施
形態の構成は、図１に示した第一の実施形態の構成とほぼ同様である。図３は第二の実施
形態の触媒劣化抑制制御方法を示したフローチャートである。図３の操作はＥＣＵ１５に
より所定時間間隔で実行されるルーチンにより行われる。図３に示すように、このルーチ
ンが開始されると、まずステップ１００において機関運転中であるか否かが判断される。
ＹＥＳのときにはステップ１０２に進み、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ス
テップ１０２では、スロットルアイドルスイッチがＯＮになっているか否か、つまり、ア
クセルペダル８が全閉されているか否かが判断される。ＹＥＳのときには、機関減速運転
時であると判断し、ステップ２００に進む。一方、ＮＯのときには、このルーチンを終了
する。
【００４６】
ステップ２００では、燃料カット中であるか否かが判断される。図４は排気浄化用触媒の
床内温度と排気浄化用触媒による浄化率との関係を示した図である。図４に示すように、
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触媒床内温度が適温よりも高くなるに従って浄化率は低下する。また図５は排気浄化用触
媒の床内温度と空燃比と排気浄化用触媒による浄化率との関係を示した図である。図５に
示すように、触媒床内温度が７００℃のときよりも触媒床内温度が８００℃のときの方が
浄化率は低くなり、また、空燃比がリーンになるに従って浄化率は低下する。
【００４７】
図３の説明に戻り、ステップ２００において燃料カット中である、つまり、空燃比がリー
ンであると判断されたときには、排気浄化用触媒３を迅速に冷却する必要があると判断し
、ステップ２０１に進む。一方、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ステップ２
０１では、触媒温度センサ１０の出力値に基づいて排気浄化用触媒３の床内温度が７００
℃以上であるか否かが判断される。ステップ２０１において排気浄化用触媒３の床内温度
が７００℃以上であると判断されたときには、排気浄化用触媒３を迅速に冷却する必要が
あると判断し、ステップ１０３に進む。一方、ＮＯのときには、このルーチンを終了する
。ステップ１０３では、二次エア供給装置７により排気浄化用触媒３に対して二次エアと
して新気が供給される。
【００４８】
第二の実施形態によれば、機関減速運転時には排気浄化用触媒３の温度が低下する傾向に
ある点に鑑み、排気浄化用触媒３の温度を低下させる必要があるとステップ２０１におい
て判断されたときであって、ステップ１０２において機関減速運転時であると判断された
ときには、ステップ１０３において排気浄化用触媒３に新気が供給される。そのため、機
関減速運転によって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果と、排気浄化用触媒
３に対して新気が供給されることによって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効
果との相乗効果により、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下させることができる。
【００４９】
また第二の実施形態によれば、排気浄化用触媒３の温度が高くかつ空燃比がリーンの時に
は排気浄化用触媒３が劣化しやすいために迅速に排気浄化用触媒３の温度を低下させる必
要がある点に鑑み、機関減速運転時であるとステップ１０２において判断されたときであ
って、排気浄化用触媒３の温度が高いとステップ２０１において判断され、かつ、空燃比
がリーンであるとステップ２００において判断されたときには、ステップ１０３において
排気浄化用触媒３に新気が供給される。そのため、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下
させ、排気浄化用触媒３が劣化してしまうのを抑制することができる。
【００５０】
更に第二の実施形態によれば、機関減速運転時であるとステップ１０２において判断され
たときに、ステップ１０３において燃焼室を通過していない二次エアが新気として排気浄
化用触媒３に供給される。そのため、燃焼室を通過した比較的高温のエアを排気浄化用触
媒３に供給する場合よりも効果的に排気浄化用触媒３の温度を低下させることができる。
【００５１】
以下、本発明の内燃機関の排気浄化装置の第三の実施形態について説明する。第三の実施
形態の構成は、図１に示した第一の実施形態の構成とほぼ同様である。図６は第三の実施
形態の触媒劣化抑制制御方法を示したフローチャートである。図６の操作はＥＣＵ１５に
より所定時間間隔で実行されるルーチンとして行われる。図６に示すように、このルーチ
ンが開始されると、まずステップ１００において機関運転中であるか否かが判断される。
ＹＥＳのときにはステップ１０１に進み、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ス
テップ１０１では、機関回転数センサ（図示せず）の出力値に基づいて、機関回転数ＮＥ
が２０００ｒｐｍ以上であるか否かが判断される。機関回転数ＮＥが２０００ｒｐｍ以上
のときには、排気浄化用触媒３が高温になるおそれがあると判断し、ステップ１０２に進
む。一方、機関回転数ＮＥが２０００ｒｐｍ未満のときには、排気浄化用触媒３が高温に
なるおそれがないと判断し、このルーチンを終了する。
【００５２】
ステップ３００では、アクセルペダル８が全閉されているか否かが判断される。ＹＥＳの
ときには、機関減速運転時であると判断し、ステップ３０１に進む。一方、ＮＯのときに
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は、このルーチンを終了する。ステップ３０１では、燃焼室を通過したエアを新気として
排気浄化用触媒３に供給するためにスロットル弁５の開度が増加せしめられる。
【００５３】
第三の実施形態によれば、機関減速運転時には排気浄化用触媒３の温度が低下する傾向に
ある点に鑑み、排気浄化用触媒３の温度を低下させる必要があるとステップ１０１におい
て判断されたときには、ステップ３００において機関減速運転時であると判断されたとき
、ステップ３０１において燃焼室を通過したエアが新気として排気浄化用触媒３に供給さ
れる。そのため、機関減速運転によって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果
と、排気浄化用触媒３に対して新気が供給されることによって排気浄化用触媒３の温度が
低下せしめられる効果との相乗効果により、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下させる
ことができる。燃焼室を通過したエアが排気浄化用触媒３に対して供給されることによっ
て排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果を高めるためには、燃焼室を通過する
エアは、燃焼室内において混合気として燃焼するのではなく、そのまま機関排気通路２内
に排出されるのが好ましい。
【００５４】
また第三の実施形態によれば、機関減速運転時に燃焼室に供給されるエアは燃焼して昇温
することなく燃焼室を通過することに鑑み、機関減速運転時であるとステップ３００にお
いて判断されたとき、ステップ３０１においてスロットル弁５開度が増加され、燃焼室を
通過したエアが新気として排気浄化用触媒３に供給される。そのため、燃焼室を通過して
いない二次エアが新気として排気浄化用触媒３に供給される第一及び第二の実施形態と同
様に、効果的に排気浄化用触媒３の温度を低下させることができる。
【００５５】
以下、本発明の内燃機関の排気浄化装置の第四の実施形態について説明する。第四の実施
形態の構成は、図１に示した第一の実施形態の構成とほぼ同様である。図７は第四の実施
形態の触媒劣化抑制制御方法を示したフローチャートである。図７の操作はＥＣＵ１５に
より所定時間間隔で実行されるルーチンとして行われる。図７に示すように、このルーチ
ンが開始されると、まずステップ１００において機関運転中であるか否かが判断される。
ＹＥＳのときにはステップ４００に進み、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ス
テップ４００では、触媒温度センサ１０の出力値に基づいて排気浄化用触媒３の床内温度
が５００℃以上であるか否かが判断される。ＹＥＳのときにはステップ３００に進み、Ｎ
Ｏのときには、このルーチンを終了する。
【００５６】
ステップ３００では、アクセルペダル８が全閉されているか否かが判断される。ＹＥＳの
ときには、機関減速運転時であると判断し、ステップ２００に進む。一方、ＮＯのときに
は、このルーチンを終了する。ステップ２００では、燃料カット中であるか否かが判断さ
れる。ステップ２００において燃料カット中である、つまり、空燃比がリーンであると判
断されたときには、排気浄化用触媒３を迅速に冷却する必要があると判断し、ステップ３
０１に進む。すなわち、ステップ４００において排気浄化用触媒３の床内温度が高温であ
ると判断され、かつ、ステップ２００において空燃比がリーンであると判断されたときに
は、排気浄化用触媒３を迅速に冷却する必要があると判断し、ステップ３０１に進む。一
方、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ステップ３０１では、燃焼室を通過した
エアを新気として排気浄化用触媒３に供給するためにスロットル弁５の開度が増加せしめ
られる。
【００５７】
第四の実施形態によれば、機関減速運転時には排気浄化用触媒３の温度が低下する傾向に
ある点に鑑み、排気浄化用触媒３の温度を低下させる必要があるとステップ４００におい
て判断されたときには、ステップ３００において機関減速運転時であると判断されたとき
、ステップ３０１において燃焼室を通過したエアが新気として排気浄化用触媒３に供給さ
れる。そのため、機関減速運転によって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果
と、排気浄化用触媒３に対して新気が供給されることによって排気浄化用触媒３の温度が
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低下せしめられる効果との相乗効果により、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下させる
ことができる。燃焼室を通過したエアが排気浄化用触媒３に対して供給されることによっ
て排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果を高めるためには、燃焼室を通過する
エアは、燃焼室内において混合気として燃焼するのではなく、そのまま機関排気通路２内
に排出されるのが好ましい。
【００５８】
また第四の実施形態によれば、排気浄化用触媒３の温度が高くかつ空燃比がリーンの時に
は排気浄化用触媒３が劣化しやすいために迅速に排気浄化用触媒３の温度を低下させる必
要がある点に鑑み、機関減速運転時であるとステップ３００において判断されたときであ
って、排気浄化用触媒３の温度が高いとステップ４００において判断され、かつ、空燃比
がリーンであるとステップ２００において判断されたときには、ステップ３０１において
排気浄化用触媒３に新気が供給される。そのため、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下
させ、排気浄化用触媒３が劣化してしまうのを抑制することができる。
【００５９】
更に第四の実施形態によれば、機関減速運転時に燃焼室に供給されるエアは燃焼して昇温
することなく燃焼室を通過することに鑑み、機関減速運転時であるとステップ３００にお
いて判断されたとき、ステップ３０１においてスロットル弁５開度が増加され、燃焼室を
通過したエアが新気として排気浄化用触媒３に供給される。そのため、燃焼室を通過して
いない二次エアが新気として排気浄化用触媒３に供給される第一及び第二の実施形態と同
様に、効果的に排気浄化用触媒３の温度を低下させることができる。
【００６０】
以下、本発明の内燃機関の排気浄化装置の第五の実施形態について説明する。第五の実施
形態の構成は、図１に示した第一の実施形態の構成とほぼ同様である。図８は第三の実施
形態の触媒劣化抑制制御方法を示したフローチャートである。図８の操作はＥＣＵ１５に
より所定時間間隔で実行されるルーチンとして行われる。図８に示すように、このルーチ
ンが開始されると、まずステップ１００において機関運転中であるか否かが判断される。
ＹＥＳのときにはステップ１０１に進み、ＮＯのときには、このルーチンを終了する。ス
テップ１０１では、機関回転数センサ（図示せず）の出力値に基づいて、機関回転数ＮＥ
が２０００ｒｐｍ以上であるか否かが判断される。機関回転数ＮＥが２０００ｒｐｍ以上
のときには、排気浄化用触媒３が高温になるおそれがあると判断し、ステップ１０２に進
む。一方、機関回転数ＮＥが２０００ｒｐｍ未満のときには、排気浄化用触媒３が高温に
なるおそれがないと判断し、このルーチンを終了する。
【００６１】
ステップ３００では、アクセルペダル８が全閉されているか否かが判断される。ＹＥＳの
ときには、機関減速運転時であると判断し、ステップ３０１に進む。一方、ＮＯのときに
は、このルーチンを終了する。ステップ３０１では、燃焼室を通過したエアを新気として
排気浄化用触媒３に供給するためにスロットル弁５の開度が増加せしめられる。次いでス
テップ５００では、ステップ３０１においてスロットル弁５の開度が増加せしめられるの
に伴ってエンジンブレーキによる制動力が減少してしまうのを補うために、ブレーキ装置
１４による制動力が増加せしめられる。詳細には、ドライバがブレーキペダル１２の踏み
込み量を増加させなくてもブレーキ装置１４による制動力が増加するようにブレーキ装置
１４が制御される。
【００６２】
第五の実施形態によれば、機関減速運転時には排気浄化用触媒３の温度が低下する傾向に
ある点に鑑み、排気浄化用触媒３の温度を低下させる必要があるとステップ１０１におい
て判断されたときには、ステップ３００において機関減速運転時であると判断されたとき
、ステップ３０１において燃焼室を通過したエアが新気として排気浄化用触媒３に供給さ
れる。そのため、機関減速運転によって排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果
と、排気浄化用触媒３に対して新気が供給されることによって排気浄化用触媒３の温度が
低下せしめられる効果との相乗効果により、排気浄化用触媒３の温度を迅速に低下させる
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ことができる。燃焼室を通過したエアが排気浄化用触媒３に対して供給されることによっ
て排気浄化用触媒３の温度が低下せしめられる効果を高めるためには、燃焼室を通過する
エアは、燃焼室内において混合気として燃焼するのではなく、そのまま機関排気通路２内
に排出されるのが好ましい。
【００６３】
また第五の実施形態によれば、機関減速運転時に燃焼室に供給されるエアは燃焼して昇温
することなく燃焼室を通過することに鑑み、機関減速運転時であるとステップ３００にお
いて判断されたとき、ステップ３０１においてスロットル弁５開度が増加され、燃焼室を
通過したエアが新気として排気浄化用触媒３に供給される。そのため、燃焼室を通過して
いない二次エアが新気として排気浄化用触媒３に供給される第一及び第二の実施形態と同
様に、効果的に排気浄化用触媒３の温度を低下させることができる。
【００６４】
更に第五の実施形態によれば、ステップ３００において機関減速運転時であると判断され
、ステップ３０１においてスロットル弁５の開度が増加せしめられる場合、ステップ５０
０においてブレーキペダル１２の踏み込み量を増加させなくてもブレーキ装置１４の制動
力が増加するようにブレーキ装置１４が制御される。そのため、機関減速運転時にスロッ
トル弁５の開度が増加されてエンジンブレーキの制動力が低下するのに伴い、実際の制動
力が要求制動力に対して不足してしまうのを回避することができる。つまり、スロットル
弁５の開度が増加されるのに伴ってエンジンブレーキの制動力が低下するものの、代わり
にブレーキ装置１４の制動力が増加されるため、エンジンブレーキの制動力とブレーキ装
置１４の制動力との合計は低下せず、その結果、実際の制動力が要求制動力に対して不足
してしまうのを回避することができる。
【００６５】
次に、本発明の内燃機関の排気浄化装置の第六の実施形態について説明する。前述の図３
（第二の実施形態）、図７（第四の実施形態）、図８（第五の実施形態）では、機関減速
運転中のフュエルカット実行時に排気浄化用触媒への新気供給を行い、触媒の劣化を抑制
している。
しかし、フュエルカット実行時には、排気温度は低下するもののフュエルカットと同時に
排気は極端なリーン空燃比になってしまう。一方、フュエルカット開始前に触媒温度が高
くなっている場合にはフュエルカットと同時に触媒の温度が低下するわけではなく、フュ
エルカット開始と同時に高温の触媒にリーン空燃比の排気が供給されることになる。この
ため、排気浄化用触媒の温度が高いときにフュエルカットが行われると、フュエルカット
開始時には触媒が高温かつリーンな雰囲気に曝されることとなり触媒の劣化が促進される
問題がある。
【００６６】
そこで、本実施形態では機関減速運転中にフュエルカット実行条件が成立した場合には、
実際にフュエルカットが開始される前に排気浄化用触媒への新気の供給を開始するように
している。これにより、フュエルカットにより排気空燃比がリーンになる前から排気浄化
用触媒に二次空気により温度が低下した排気が供給されるため、フュエルカットが開始さ
れるときには排気浄化用触媒温度をある程度低下させておくことが可能となる。従って、
本実施形態によれば機関減速時にフュエルカットが行われる場合にも排気浄化用触媒がフ
ュエルカットにより高温リーン空燃比雰囲気に曝されることを防止でき、排気浄化用触媒
の劣化を有効に抑制することが可能となる。
【００６７】
図９は本実施形態の触媒劣化抑制制御方法を説明するフローチャートである。図９の操作
はＥＣＵ１５により所定時間間隔で実行されるルーチンとして行われる。図９の操作は、
図２の操作にステップ９０１と９０３が追加された点が相違している。図９において、図
２と同一のステップ番号の操作は図２の該当する操作と同一の操作を示している。
【００６８】
図９の操作においても、機関が運転中であり（ステップ１００）、機関回転数が所定回転
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数より高く（ステップ１０１）、かつ機関が減速運転中（ステップ１０２）の場合に二次
エア供給装置から排気浄化用触媒に新気を供給する（ステップ１０３）点は図２の操作と
同様である。
しかし、図９の操作では、まず機関が減速運転中であるか否かを判断し（ステップ１０２
）、減速中であった場合には、次にステップ９０１でフュエルカット操作の実行条件が成
立しているか否かを判断する。ここで、ステップ９０１で判断されるフュエルカット操作
実行条件とは、例えば機関の暖機が完了していること、機関回転数が所定の回転数以上で
あること、アクセルペダル踏込み量がゼロ（アクセルペダル全閉）であること、車両走行
速度が所定値以上であること、等である。
そして、フュエルカット操作実行条件が成立していない場合には、フュエルカットが実行
されて排気浄化触媒が高温リーン雰囲気にさらされる可能性がないため、そのままルーチ
ンを終了する。
【００６９】
一方、ステップ９０１でフュエルカット操作実行条件が成立している場合には、次にステ
ップ１０１を実行し、触媒が高温条件になっているか否かを判断する。そして、ステップ
１０１で機関回転数が所定回転数（例えば２０００ｒｐｍ）以上である場合には、ステッ
プ１０３に進み直ちに二次エア供給装置７から排気浄化用触媒に新気の供給を開始する。
そして、新気供給を開始した後にステップ９０３に進み機関への燃料供給を停止してフュ
エルカット操作を開始する。これにより、排気浄化用触媒にはフュエルカットによる大幅
にリーンな排気が到達する前に新気により温度が低下した排気が到達するため、フュエル
カットが開始される前、すなわちリーン空燃比排気が排気浄化用触媒に到達する前にある
程度排気浄化用触媒温度を低下させておくことが可能となる。また、ステップ１０１で機
関回転数が所定回転数以下であり、触媒が高温になっていないと判断される場合には、ス
テップ１０１から直ちにステップ９０３のフュエルカット操作を実行し、ステップ１０３
の二次エアの供給は行わない。これにより、排気浄化用触媒への新気の供給を伴わないフ
ュエルカット操作が実行される。
【００７０】
なお、必要に応じて、ステップ１０３で二次エアの供給を開始してからステップ９０３で
実際にフュエルカットを開始するまでの間に遅延時間を設け、フュエルカット開始前に確
実に排気浄化用触媒温度が低下するようにすることも可能である。
【００７１】
また、前述の図３（第二の実施形態）、図７（第四の実施形態）、図８（第五の実施形態
）においても図９と同様に、フュエルカットが開始される前に新気の供給を開始すること
により、フュエルカット開始前に確実に排気浄化用触媒温度を低下させることが可能であ
る。
図１０、図１１、図１２は、それぞれ図３、図７、図８の実施形態に図９と同様の操作を
追加した例を示す。図１０から図１２において、図３、図７、図８及び図９と同一のステ
ップ番号はこれらの図中の該当するステップと同一の操作を示しており、図３、図７、図
８及び図９の説明を参照すれば図１０から図１２の制御操作の内容は明らかであるので、
ここでは図１０から図１２の操作の詳細な説明は省略する。
【００７２】
次に、本発明の内燃機関の排気浄化装置の第七の実施形態について説明する。前述の各実
施形態では、排気浄化用触媒に冷却用の新気を供給する際に、供給開始時の排気浄化用触
媒温度に関わりなく一律な量の新気を供給していた。しかし、実際には新気供給開始時の
排気浄化用触媒温度は高温ではあるが一様な温度ではない。このため、例えば排気浄化用
触媒温度がかなり高い場合とかなり低い場合とで新気の供給量を一律にしていると、温度
が高い場合には充分に排気浄化用触媒温度を低下させることができず、触媒劣化を充分に
抑制できない場合が生じたり、温度が低い場合には排気浄化用触媒温度が過度に低下して
しまい、減速運転終了後に排気浄化を再開する際に充分な触媒作用を得ることができない
場合が生じる。
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本実施形態では、新気供給開始時の触媒温度に応じて触媒への新気供給時間または供給流
量の少なくとも一方を制御することにより、触媒温度を適切な温度範囲まで低下させるよ
うにしている。
【００７３】
図１３は本実施形態の触媒劣化抑制制御方法を示すフローチャートである。図１３の操作
はＥＣＵ１５により所定時間間隔で実行されるルーチンにより行われる。
図１３は、二次エア供給装置７を用いて排気浄化用触媒に新気を供給する場合を例にとっ
て示している。図１３においても前述の各実施形態と同じステップ番号を付したステップ
は、それぞれの該当する操作と同一の操作を表している。
【００７４】
図１３、ステップ１００で機関が運転中であり、ステップ１０２で機関が減速運転中であ
ると判断された場合に排気浄化用触媒への新気供給を行う。本実施形態では排気浄化用触
媒温度に応じて二次エア供給装置７の作動時間を調節することにより、排気浄化用触媒が
適切な温度範囲に冷却されるように触媒に供給される新気の総量を調節する。
この場合、まずステップ１３０１では、既に二次エア供給装置の作動時間が算出されてい
るかを判断し、算出されていない場合にはステップ１３０３に進み、触媒温度センサ１０
で検出した触媒床温度に基づいて二次エア供給装置の作動時間ｔを決定する。時間ｔは予
め実際の触媒と排気系とを用いて実験により求めた、触媒温度を各温度から適切な温度範
囲まで低下させるのに必要な新気量を供給するのに必要とされる二次エア供給装置の作動
時間である。
【００７５】
ステップ１３０１で既に作動時間ｔが排気浄化用触媒温度に応じて設定されている場合に
は、再度ステップ１３０３を実行することなくステップ１３０５が実行される。すなわち
、ステップ１３０３で排気浄化用触媒温度に応じて作動時間ｔか設定されるのは新気供給
開始時のみとされる。
次いで、ステップ１３０５から１３０７ではステップ１３０３で設定された時間ｔが経過
するまで二次エア供給装置７が作動され（ステップ１３０７）、時間ｔが経過すると二次
エア供給装置７が停止される（ステップ１３０９）。なお、ステップ１３０３で設定され
た時間は、ステップ１３０９で二次エア供給装置７が停止される際にクリアされる。
【００７６】
また、ステップ１００、１０２の条件が成立しなかった場合はもちろん、一旦これらの条
件が成立し、新気供給が開始され場合でも新気供給中にステップ１００、１０２の条件が
成立しなくなった場合には、ステップ１３０９が実行され、二次エア供給装置は停止され
る。
【００７７】
本実施形態によれば、排気浄化用触媒温度に応じて触媒に供給される新気の量が調節され
るため、排気浄化用触媒温度を確実に適切な温度範囲に冷却することが可能となるととも
に、触媒に過剰に新気を供給することによる二次エア供給装置の無駄な動力消費を防止す
ることが可能となっている。
【００７８】
図１４は、機関減速運転時にスロットル弁開度を増大させることにより、燃焼室を通過し
た新気を排気浄化触媒に供給する場合の本実施形態の応用例を示している。図１４の操作
は、ステップ３００でスロットル弁が全閉時に行われる。また、本実施形態ではステップ
１４０３ではスロットル弁開度を増大させる時間とスロットル弁開度の増大量とが排気浄
化用触媒温度に応じて設定される点が図１３の場合と相違している。すなわち、スロット
ル弁開度により燃焼室を通って触媒に供給される新気の流量が定り、スロットル弁開度を
増大させる時間により排気浄化用触媒に供給される新気の総量が定まる。本実施形態では
、機関回転数に応じて、所定の流量が得られるようにスロットル弁開度を設定するととも
に、排気浄化用触媒温度に応じて、触媒を適切な温度範囲に冷却するのに必要な新気量を
得るためのスロットル弁開度増大時間ｔが設定される。
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【００７９】
また、図１４の操作においても、設定時間ｔが経過するまでの間はステップ１４０７でス
ロットル弁開度が設定された増大量だけ増大され、設定時間ｔが経過したとき、またはス
テップ１００及び３００の条件が成立しなくなったときには直ちにステップ１４０９でス
ロットル弁開度がアクセルペダル操作量に応じた値（全閉も含む）に復帰させられる点は
図１３の場合と同様である。
【００８０】
なお、図２、図３及び図６から図１２で説明した各実施形態においても、図１３または図
１４で説明したと同様な操作により、排気浄化用触媒の温度に応じて供給する新気量を変
更することが可能であることは言うまでもない。
【００８１】
なお、本実施形態では触媒温度を触媒床に設けた温度センサ１０用いて直接検出している
が、触媒温度は排気からの入熱と排気への放熱とに応じて変化する。このため、排気温度
と排気流量或は機関回転数と燃料噴射量などの運転状態を表すパラメータの値と触媒床温
度との関係を予め実験などにより求めておき、これらの機関運転状態から間接的に触媒温
度を推測するようにすることも可能である。
【００８２】
次に、本発明の第八の実施形態について説明する。前述の各実施形態では機関減速運転時
に排気浄化用触媒に新気を供給しているが、機関減速運転時には通常、機関への燃料供給
は減量もしくは停止される。このため、機関減速運転時に排気に新気を供給すると触媒に
到達する排気の空燃比がリーンになる場合が生じる。機関減速開始時には触媒温度はまだ
低下していないため、この状態で触媒にリーン空燃比の排気が供給されると、触媒は高温
かつリーン空燃比の雰囲気に曝されることになり、触媒の劣化が促進されてしまう問題が
ある。
【００８３】
本実施形態では、この問題を防止するために、触媒温度低減のために新気を排気浄化用触
媒に供給する場合には、触媒に到達する排気（機関排気と新気との混合気）の空燃比を理
論空燃比またはリッチ空燃比に維持することが可能なだけの量の燃料を機関に供給するよ
うにしている。
【００８４】
これにより、排気浄化用触媒は高温かつリーン空燃比の雰囲気に曝されることがなくなる
ため触媒の劣化が効果的に抑制される。また、機関減速運転時に触媒に供給される空気量
は、例えば二次エア供給装置から供給される場合には比較的少量のほぼ一定量となる。ま
た、機関減速運転時にスロットル弁開度を増加させて燃焼室を通過した新気を排気浄化用
触媒に供給する場合も、スロットル弁開度の増加量は比較的小さく、排気浄化用触媒に供
給される新気量も少量に設定される。このため、新気供給時に排気空燃比を理論空燃比ま
たはリッチ空燃比に維持するための燃料量は比較的少量となり、機関の燃費への影響はほ
とんど無視することができる程度となる。また、供給される燃料量が比較的少量であり、
排気温度も通常運転中よりかなり低下するため触媒の冷却効果にも大きな影響は生じない
。
【００８５】
図１５は、二次エア供給装置７を用いて排気浄化用触媒に新気を供給する場合の本実施形
態の触媒劣化抑制制御方法を示すフローチャートである。図１５の操作はＥＣＵ１５によ
り所定時間間隔で実行されるルーチンにより行われる。
本実施形態では、図２の操作と同様に機関が運転中（ステップ１００）、かつ機関回転数
が所定回転数以上（ステップ１０１）で減速運転が実施されたとき（ステップ１０２）に
二次エア供給装置７を起動して（ステップ１０３）排気浄化用触媒に新気を供給する。し
かし、本実施形態では、新気を供給する際にはステップ１５０１で、機関１に所定量の燃
料噴射が行われる点が図２の操作と相違している。
【００８６】
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ここで、二次エア供給装置７から供給される新気流量は、ほぼ機関排気系の圧力損失によ
り決定され、排気系が定ればほぼ一定流量になる。このため、新気供給時に排気浄化用触
媒に到達する排気の空燃比を理論空燃比またはリッチ空燃比の所定の空燃比に維持するた
めに必要とされる燃料量もほぼ一定量となる。本実施形態では、予め新気供給時に排気空
燃比を所定の理論空燃比またはリッチ空燃比に維持するために必要とされる燃料量を予め
求めてあり、ステップ１５０１では、この一定量の燃料を機関に噴射するようにしている
。
【００８７】
図１６は、機関減速運転時にスロットル弁開度を増大させることにより燃焼室を通過した
新気を排気浄化用触媒に供給する場合の本実施形態の触媒劣化抑制制御方法を示すフロー
チャートである。図１６の操作もＥＣＵ１５により所定間隔で実行されるルーチンにより
行われる。
【００８８】
図１６の操作では、図６の操作と同様に機関が運転中（ステップ１００）、かつ機関回転
数が所定回転数以上（ステップ１０１）でアクセルペダル開度が全閉とされたとき（ステ
ップ３００）にスロットル弁開度を増大することにより燃焼室を通過した空気を排気浄化
用触媒に供給する。しかし、本実施形態ではこれらの条件が成立したときに、ステップ１
６０１で新気供給中の燃料噴射量とスロットル弁開度とを設定し、ステップ１６０３では
上記により設定した燃料噴射量に機関の燃料噴射量を設定するとともに、ステップ１６０
５では上記により設定したスロットル弁開度にスロットル弁を調節する。
【００８９】
スロットル弁を通過する新気の量は機関回転数に応じて変化する。本実施形態ではステッ
プ１６０１で、機関回転数に応じて予め定めた開度にスロットル弁開度を設定するととも
に、このスロットル弁開度における流量の新気が排気浄化用触媒に供給されるときに、排
気空燃比を予め定めた理論空燃比またはリッチ空燃比に維持するのに必要な燃料噴射量を
算出している。
上述したように、本実施形態によれば新気供給時にも排気浄化用触媒が高温かつリーン空
燃比雰囲気になることが防止されるため、触媒の劣化を完全に抑制しつつ排気浄化用触媒
温度を迅速に低下させることが可能となる。
【００９０】
なお、ここでは詳細な説明は省略するが、図２、図３及び図６から図１２及び図１３から
１４で説明した各実施形態においても、図１５または図１６で説明したと同様な操作によ
り、新気供給時に排気空燃比を理論空燃比またはリッチ空燃比に維持することにより、排
気浄化用触媒の劣化を効果的に抑制することが可能であることは言うまでもない。
【００９１】
【発明の効果】
各請求項に記載の発明によれば、排気浄化触媒が高温かつリーン空燃比の雰囲気に曝され
ることを防止し、触媒の劣化を効果的に防止することが可能となる共通の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の内燃機関の排気浄化装置を自動車用機関に適用した実施形態の概略構成
図である。
【図２】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第一の実施形態を示したフ
ローチャートである。
【図３】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第二の実施形態を示したフ
ローチャートである。
【図４】排気浄化用触媒の床内温度と排気浄化用触媒による浄化率との関係を示した図で
ある。
【図５】排気浄化用触媒の床内温度と空燃比と排気浄化用触媒による浄化率との関係を示
した図である。
【図６】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第三の実施形態を示したフ
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ローチャートである。
【図７】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第四の実施形態を示したフ
ローチャートである。
【図８】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第五の実施形態を示したフ
ローチャートである。
【図９】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第六の実施形態を示したフ
ローチャートである。
【図１０】第六の実施形態の触媒劣化抑制制御方法の変形例を示したフローチャートであ
る。
【図１１】第六の実施形態の触媒劣化抑制制御方法の変形例を示したフローチャートであ
る。
【図１２】第六の実施形態の触媒劣化抑制制御方法の変形例を示したフローチャートであ
る。
【図１３】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第七の実施形態を示した
フローチャートである。
【図１４】第七の実施形態の触媒劣化抑制制御方法の変形例を示したフローチャートであ
る。
【図１５】図１の排気浄化装置における触媒劣化抑制制御方法の第八の実施形態を示した
フローチャートである。
【図１６】第八の実施形態の触媒劣化抑制制御方法の変形例を示したフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１…内燃機関本体
２…機関排気通路
３…排気浄化用触媒
４…機関吸気通路
５…スロットル弁
６…気筒
７…二次エア供給装置

10

20

(16) JP 3695397 B2 2005.9.14



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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